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富山県総合計画（新総合計画　平成 30年 3月策定）

「富山県民福祉基本計画（第二次改定版）」 個別計画
（30年 4月策定予定）

個別計画
（障害者福祉施策の基本的な計画）
（31年 3月策定予定）

実施計画（障害福祉サービス等に関する実施計画）
〈障害福祉〉
（第 1期：19年 3月策定）
（第 2期：21年 3月策定）
（第 3期：24年 3月策定）
（第 4期：27年 3月策定）
（第 5期：30年 3月策定）
〈障害児福祉〉
（第 1期：30年 3月策定）

富山県障害者計画（第 4次）

富山県障害福祉計画・
富山県障害児福祉計画

介護保険事業支援計画、子ども・子育て支援事業計画等との調和
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●地域生活移行の推進
内　容 32年度目標

福祉施設入所者の地域生活への移行者数 H28時点の入所者 1,362 人のうち 70人（5.1％）が移行

福祉施設入所者数の減 H28時点の入所者 1,362 人�→　1,329 人（2.4％減）

入院中の精神障害者の地域生活への
移行者数

入院後３ヶ月時点の退院率　69％以上

入院後１年時点の退院率　90％以上

長期入院患者数〔65歳以上〕902人（H26.6 月時点 1,059 人）

長期入院患者数〔65歳未満〕663人（H26.6 月時点 906人）

●地域生活支援拠点等の整備
内　容 32年度目標

地域生活支援拠点（居住支援機能に地域支援機能を集約・付加
したもの）等の整備 富山、高岡、新川、砺波の各圏域に少なくとも１箇所

●福祉施設利用者の就労促進
内　容 32年度目標

福祉施設から一般就労への移行者数 194人（H28実績の 1.5 倍以上）

就労移行支援事業の利用者数 240人（H28実績の 2割以上の増加）

●自立を支援する障害福祉サービスの確保� 〔各年度の見込量（1か月当たりの見込量）〕　（単位：人）
区分 H27（実績） H28（実績） H29（実績見込） H30 H31 H32

訪
問
系

居宅介護 621 657 668 720 760 810

重度訪問介護 20 19 20 20 20 30

同行援護 75 86 97 110 120 130

行動援護 12 24 32 40 50 50

日
中
活
動
系

介
護
の
支
援

生活介護 2,429 2,504 2,498 2,540 2,590 2,630

療養介護 251 263 265 270 280 280

短期入所（福祉型､ 医療型） 279 327 323 360 400 440

訓
練
等
の
支
援

自立訓練（機能訓練） 8 11 15 16 17 17

自立訓練（生活訓練） 128 116 111 120 130 140

就労移行支援 167 193 190 200 220 240

就労継続支援（Ａ型） 914 1,073 1,136 1,230 1,310 1,400

就労継続支援（Ｂ型） 1,853 1,887 1,942 1,990 2,040 2,090

就労定着支援 70 85 105

居
住
支
援

施設入所支援 1,368 1,355 1,357 1,352 1,340 1,329

共同生活援助（グループホーム） 737 763 799 840 870 910

自立生活援助 25 40 50

●障害児支援のための計画的な基盤整備　� 　（単位：人）
区分 H27（実績） H28（実績） H29（実績見込） H30 H31 H32

通所支援

福祉型児童発達支援 511 524 592 620 650 680

医療型児童発達支援 12 16 24 35 50 60

放課後等デイサービス 699 836 960 1,060 1,150 1,240

保育所等訪問支援 17 14 36 75 85 100

居宅訪問型児童発達支援 8 12 18

入所支援
福祉型障害児入所支援 55 60 64 66 65 64

医療型障害児入所支援 58 56 54 49 48 47

相談支援 障害児相談支援 456 422 413 480 520 570
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富山県第５期障害福祉計画（第１期障害児福祉計画）　＜概要版＞　（平成30年 3月）
富山県厚生部障害福祉課　〒930-8501　富山市新総曲輪１番７号

　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　076-444-3212　FAX　076-444-3494
このマークは、目の不自由な方などのための「ＳＰコード」です。専用の読み上げ装置で読み取ると、記載内容を音声で聞くことができます。

・障害及び障害者に対する理解の促進
・市町村と連携した在宅サービスの提供体制の整備促進
・共生型サービス（富山型デイサービス等）の普及
・地域の要支援世帯を支える「ふれあいコミュニティ・ケアネット２１」事業の展開
・日中活動の場や住まいの場の確保
・精神障害者の地域生活への移行を支援する人材の養成、地域の受入れ基盤の拡充・促進

・就労支援機関や医療機関など関係機関との連携強化
・障害者雇用の取組み事例の紹介など、企業での雇用機会の拡大を推進
・雇用、福祉、教育の連携による就労支援の強化・ネットワークづくりの推進
・「富山県工賃向上支援計画」に基づき、障害者就労支援事業所を支援
・「障害者優先調達推進法」に基づき、障害者就労施設等からの優先的発注を促進
・障害者就労施設の自主製品の販路の確保・拡大を推進

・障害者からの相談対応、情報提供、障害福祉サービスの利用支援
・行政機関における相談支援体制の充実及び基幹相談支援体制の設置に対する支援
・相談支援従事者の養成や資質の向上

・点訳・朗読奉仕員の養成、手話通訳者・要約筆記者の派遣など、障害者のコミュニケーションを支援
・�富山県手話言語条例の制定を機に、手話に対する県民の理解や、その普及、使用しやすい環境整備の促進

・指定サービス事業者等の社会資源に関する情報収集、市町村への情報提供
・各種研修会、説明会などによる人材の養成や従事者の資質向上

・障害児やその保護者に対する早期からの継続的な療育支援体制や相談支援体制の充実
・障害児が身近な地域で障害児通所支援など必要な支援を受けられる体制の整備

・発達障害者支援地域協議会における協議等を通じた、一貫した支援体制のさらなる整備
・医療、保健、福祉、教育、保育の関係機関等と連携した発達障害の早期発見、早期支援
・発達障害者支援センターや発達障害者地域支援マネジャーにおけるきめ細かな相談や情報提供、助言等
・「富山県リハビリテーション病院・こども支援センター」における児童精神科医療の充実、地域のかかりつけ
��の小児科医等の発達障害への対応力の向上

・医療的ケア児等に対する医療、福祉、保健等の関係機関による支援体制の構築
・重症心身障害児者等の受入施設への支援、医療的ケア児等の支援等に係るコーディネーターの配置促進

１　地域移行の推進と地域生活の支援

２　就労支援の強化

３　相談支援体制の整備

４　情報取得・コミュニケーション支援の充実

５　市町村に対する支援体制の強化

６　障害児支援のための計画的な基盤整備

７　発達障害者等への支援の充実

８　医療的ケア児等への支援の充実

 

 




